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提
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普
天
間
飛
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に
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紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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衆
議
院
議
員
下
地
幹
郎
君
提
出
普
天
間
飛
行
場
の
早
期
移
設
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

第
三
海
兵
機
動
展
開
部
隊
の
要
員
等
の
グ
ア
ム
へ
の
移
転
は
、
嘉
手
納
飛
行
場
以
南
の
米
軍
の
施
設
及
び
区
域
の
統
合
並

び
に
土
地
の
返
還
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
に
よ
り
、
米
軍
の
抑
止
力
を
維
持
し
つ
つ
、
米
軍
の

施
設
及
び
区
域
が
集
中
す
る
沖
縄
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。 

 
 

そ
の
上
で
、
現
在
、
政
府
と
し
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
令
和
二
年
三
月
六
日
内
閣
衆
質
二
〇
一
第
七
九
号
）
三
に
つ
い
て

で
述
べ
た
と
お
り
、
当
該
移
転
の
実
現
に
向
け
た
米
国
政
府
と
の
協
議
等
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
該
移
転
が
普

天
間
飛
行
場
に
お
け
る
航
空
機
の
離
着
陸
等
の
回
数
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
予
断
を
も
っ
て
お
答
え
す
る
こ

と
は
差
し
控
え
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

普
天
間
飛
行
場
代
替
施
設
建
設
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
沖
縄
防
衛
局
に
お
い
て
、
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法

律
第
五
十
七
号
）
第
四
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
三
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
知
事

の
承
認
に
係
る
申
請
に
向
け
た
所
要
の
準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
「
「
地
盤
改
良
工
事
」
に
係
る
具



 

２ 

 

体
的
な
日
程
」
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
段
階
に
な
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
土
砂
投
入
中
の
辺
野
古
沿
岸
南
側
区
域
の
二
区
画
の
埋
立
地
」
（
以
下
「
本
埋
立
地
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
は
、
普
天
間
飛
行
場
代
替
施
設
建
設
事
業
に
係
る
公
有
水
面
埋
立
承
認
願
書
に
添
付
さ
れ
た
「
設
計
概
要
説
明
書
」
や

「
環
境
保
全
に
関
し
講
じ
る
措
置
を
記
載
し
た
図
書
」
に
記
載
し
て
い
る
と
お
り
、
ヘ
リ
パ
ッ
ド
を
含
む
着
陸
帯
、
過
走
帯

及
び
誘
導
路
帯
の
ほ
か
、
道
路
、
消
火
訓
練
施
設
等
が
設
け
ら
れ
る
計
画
で
あ
る
。
な
お
、
本
埋
立
地
に
航
空
機
の
駐
機
場

が
設
け
ら
れ
る
計
画
は
な
い
。 


